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脱炭素社会の実現をめざして

主な取組み

１ あらゆる主体の意識改革と行動喚起
► 再生可能エネルギー電気の調達、電動車の導入など府庁の率先行動
► 脱炭素化に向けた消費行動促進事業（環境保全基金事業費）
► 環境配慮消費行動促進に向けた脱炭素ポイント付与制度普及事業（環境保全基金事業費）

・・・・・・・＜主要事業１（１）＞
► 大阪産(もん)を活用した脱炭素化推進事業（大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業費）

・・・・・・・＜主要事業１（８）＞

２ 事業者における脱炭素化に向けた取組促進
► 脱炭素経営宣言促進事業（環境保全基金事業費） ・・・・・・・・＜主要事業１（２）＞
► ※中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備の導入支援事業

（新たなエネルギー社会の構築推進事業費）・・・・・・・＜主要事業１（３）＞
► ※中小事業者 LED導入促進事業（新たなエネルギー社会の構築推進事業費）・・・・・・・＜主要事業１（４）＞
► クレジットを活用した事業者による脱炭素経営促進事業（地球温暖化対策推進費） ・・・・＜主要事業１（５）＞
► サプライチェーン全体の CO2排出量見える化モデル事業（環境保全基金事業費）・・・・・・・＜主要事業１（６）＞
► 万博を契機とした環境・エネルギー先進技術普及事業（環境保全基金事業費） ・・・・・・・＜主要事業１（７）＞

３ CO2排出の少ないエネルギー（再生可能エネルギーを含む）の利用促進
► 改正温暖化防止条例に基づく再生可能エネルギーの供給拡大に関する制度の創設（地球温暖化対策推進費）

４ 輸送・移動における脱炭素化に向けた取組促進
► ※万博を契機としたバス事業者の脱炭素化促進事業（自動車公害対策費）
► 乗車体験等を通じたゼロエミッション車普及促進事業（環境保全基金事業費）

５ 資源循環の促進
► おおさかプラスチックごみゼロ宣言推進事業（環境保全基金事業費）
► 使い捨てプラスチックごみ対策推進事業（リサイクル社会推進事業費）
► 食品ロス削減対策推進事業（食品ロス削減対策推進事業費）

６ 森林吸収・緑化等の推進
► 民間施設における木質空間整備事業（森林整備促進事業費）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＜主要事業１（９）＞

※ 令和４年度第 11号補正予算案に計上した事業

主要事業 １

地球温暖化による気候変動の影響は、大阪府においてもすでに気候危機と認識すべき状況となっています。
このような状況を踏まえ、府では、令和３年３月に大阪府地球温暖化対策実行計画を策定し、2050 年の二酸化
炭素排出量実質ゼロ、すなわち脱炭素社会の実現に向けて、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度から
40％削減する目標を掲げました。
昨年７月には、持続可能な経済成長と地球温暖化対策の推進を図るため、知事をトップとする「おおさかカーボンニ
ュートラル推進本部」を立ち上げ、あらゆる主体を巻き込みながら、実行計画の目標達成をめざした脱炭素化の取組み
を進めています。令和５年度は、推進本部の方針を踏まえ、大阪・関西万博のインパクトをはじめ、大阪の強みを最大
限に活かしつつ、下記事業等に取り組んでまいります。
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令和５年度当初予算  ４６，０００千円

環境配慮消費行動促進に向けた脱炭素ポイント付与制度普及事業（継続）

１ 目的

製造・販売等供給事業者側への影響も大きい府民の日常的な消費行動を脱炭素型に変革していくため、小

売事業者等が現在運用しているポイントシステムを活用して、生産・流通・使用過程でのCO2排出が少ない

商品・サービスを購入した場合に脱炭素ポイントを付与する制度の普及を図ります。

２ 事業概要

（１）脱炭素ポイント制度の運用枠組みをまとめたガイドライン（素案）の作成

効果的かつ持続的なポイント制度とするために、脱炭素ポイント制度推進プラットフォームと連携して、

ポイントの付与が適当な商品・サービスやキャッチフレーズ等の周知啓発などについて検討し、ゆるやかな

しくみを共有しながら、幅広い業種・業態の事業者がポイント付与を行う際に

役立つガイドライン（素案）を作成します。

（２）脱炭素ポイントを付与する事業者に対する補助

幅広い業種・業態への規模の拡大を図るため、先導的に脱炭素ポイントを付与する事業者に対して補助を

行います。

【補助内容】事業者数：12社程度、期間：５か月程度、補助率：1/2（補助上限額300万円）

（３）周知・普及啓発の実施

脱炭素ポイント制度について、需要サイドである府民に幅広くPRするとともに、供給サイドの店舗の従

業員に対する周知啓発を行い、脱炭素意識を高めていきます。

効
果
的
・
持
続
的
な
制
度
の
構
築

脱炭素・エネルギー政策課 戦略企画グループ

担当者：田村、田中、池田

内 線：3853 直 通：06-6210-9319

脱炭素ポイント制度の普及に向けて

脱炭素ポイント制度推進プラットフォームと連携

※スーパー、生協、アパレル、家電量販店、鉄道、通信、自治体等の14団体が参画

情報共有・連携

○脱炭素ポイント制度の運用枠組みをまとめたガイドライン（素案）の作成

※キャッチフレーズ等の普及啓発、ポイントの付与が適当な商品・サービス等をとりまとめ

○脱炭素ポイントを付与する事業者に対する補助

※事業者数：12社程度、期間：５か月程度、補助率：1/2（補助上限額300万円）

○周知・普及啓発の実施

主要事業 １（１）
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令和５年度当初予算  ４，９７１千円

脱炭素経営宣言促進事業（新規）

１ 目的

様々な事業者の脱炭素化の取組みを支援するため、脱炭素経営宣言登録制度を新たに創設し、地域の関係

機関と連携して事業者における脱炭素経営を促進します。

２ 事業概要

脱炭素経営を宣言した事業者に対して、府が脱炭素経営宣言登録証を発行するとともに、府HP等により

広くPRすることなどにより、事業者の脱炭素経営を促進します。

また、脱炭素化を促進するセミナーの開催等を通じて脱炭素経営宣言登録制度の周知を行うとともに、商

工会議所や地域の金融機関等の関係機関と連携して、脱炭素経営宣言の働きかけを行います。

なお、脱炭素経営を宣言した事業者に対しては、以下の支援スキームのとおり、排出削減支援事業者と連

携して、それぞれの事業者の取組状況に応じた最適な各種支援を行います。具体的には、CO2排出量の見え

る化ツール、省エネ診断、省エネ機器、再エネ電気メニュー、補助金・ESG 融資に関する情報提供などの

支援を行います。

※目標：脱炭素経営宣言登録事業者 800社

＜脱炭素経営宣言登録制度を活用した支援スキーム＞

主要事業１（２）

脱炭素・エネルギー政策課 戦略企画グループ

担当者：田村、田中、池田

内 線：3853 直 通：06-6210-9319

中小事業者の脱炭素化の取組みを促進するため、

条例に基づく対策計画書・報告書を任意で届出

できる規定を追加（令和５年４月１日施行）

条例に基づき届出した中小事業者の対策を促進

するため、省エネ・再エネ設備導入補助を実施

⇒ 主要事業 １（３）

中小事業者の脱炭素化の推進と電気料金削減による

経営力強化を後押しするため、LED照明導入補助を実施

⇒ 主要事業 １（４）

脱
炭
素
経
営
宣
言

大阪府から登録証を発行

省エネ診断（簡易版・詳細版）

省エネ機器の紹介

（イメージ）

再エネ電気メニューの紹介

府
・
関
係
機
関
が
周
知

府・排出削減支援事業者が支援

排出量の見える化ツールの提供・紹介

補助金・ESG融資に関する情報提供

脱炭素経営宣言
登録証

〇〇(株) 殿

大阪府知事

・・・・・・・・
・・・・・・・・ 支援メニュー

府
が
優
れ
た
取
組
み
を
実
施

し
た
事
業
者
を
顕
彰

気
候
変
動
対
策
推
進
条
例
届
出

脱
炭
素
対
策
の
実
施

条例届出書類作成支援

大阪府HPで広く周知
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※令和４年度第１１号補正予算  ６０，０００千円

中小事業者の対策計画書に基づく省エネ・再エネ設備

の導入支援事業（新規）

１ 目的

大阪府気候変動の推進に関する条例に基づく対策計画書の届出制度において、対策計画書を任意で提出し

てもらうことで中小事業者に自律的な取組みを促す規定を新たに設け、令和５年度から運用を開始します。

万博開催に向け、中小事業者が計画的に脱炭素化を進めるという流れを構築するため、対策計画書に基づ

き実施する効果的な脱炭素化の取組みを支援します。

２ 事業概要

中小事業者が任意で届け出た対策計画書に基づいて実施する省エネ設備更新や再エネ設備導入に要する費

用の一部を補助します。これにより、届出の促進とモデルとなる対策の普及につなげます。

３ 補助内容
（１）補助対象者

府内に事業所を有し、府に届け出た対策計画書に基づき省エネ設備更新等を行う中小事業者

（みなし大企業、特定事業者を除く）

（２）補助対象

・省エネ設備 ユーティリティ設備、生産設備

・再エネ設備 太陽光パネル（定置用蓄電池を含む）

（３）補助額

・省エネ設備 設備費の1/3

・再エネ設備 太陽光パネル ２万円/ｋW、

定置用蓄電池 設備費の１/3

（補助上限額  300万円）

主要事業 １（３）

脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギー

グループ

担当者：木下、岸田

内 線：2796 直 通：06-6210-9254

高効率空調 冷凍冷蔵機器

射出成型機LED照明

補助対象設備（例）

コンプレッサー

太陽光パネル・蓄電池



- 22 -

※令和４年度第１１号補正予算  １，５７３，３３８千円

中小事業者 LED導入促進事業（継続）

１ 目的

中小事業者の経営の脱炭素化と電気料金の削減による経営力強化を後押しするため、取組みが進んでいな

いLED照明の導入に対する支援を行います。

２ 事業概要

中小事業者が既存の照明設備を LED 照明へ更新するための設備費及び附帯工事等に要する費用の一部を

補助します。

３ 補助内容

（１）補助対象者

府内の工場・事業場において照明をLEDへ更新する中小事業者

（中小企業者、医療・社会福祉・学校法人、個人事業主等。リースで取得する場合も可）

（２）補助対象

・ LED照明の購入に要する費用

（電源ユニット、ソケット、落下防止部品などの付帯設備を含む）

・ 補助事業の実施に不可欠な設計、工事、既存の照明設備の撤去・処分に要する費用

（３）補助額

・ 補助率：１/２

（補助上限額：1,500万円 補助下限額：20万円）

脱炭素・エネルギー政策課 スマートエネルギー

グループ

担当者：木下、中辻

内 線：2797 直 通：06-6210-9254

主要事業 １（４）
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令和５年度当初予算  ３９，５６５千円

クレジットを活用した事業者による脱炭素経営促進事業（新規）

１ 目的

事業者による脱炭素経営の浸透を図ることをめざし、府内事業者によるCO2削減分が効率的にクレジット

認証を受けられるスキームをつくり、実践するとともに、万博におけるカーボンニュートラルの実現に貢献

する寄附につなげます。

２ 事業概要

（１）府内事業者による対策の実施状況・見込みに関する調査及び意向調査

府内事業者による「省エネ型ボイラーの導入」や「太陽光発電設備の導入」などの対策の実施状況、

見込みについて調査するとともに、クレジット化や万博への寄附に関する意向調査・情報収集を行います。

（２）府のとりまとめによるJクレジット認証手続き

（１）の結果を踏まえ、クレジット化する削減対策メニューを選定し、メニューごとに事業者の対策分を

とりまとめて、プロジェクトの申請・登録など、Jクレジット認証手続きを行います。

脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・

適応策推進グループ

担当者：岩井田、原野

内 線：3885 直 通：06-6210-9553

とりまとめのイメージ

✔ 事業者等への意向調査
✔ Jクレジット認証手続き

・ 削減効果をモニタリング
・ モニタリング結果を集約し、
クレジット化

R5

R6
~7

万博へのクレジット寄附R7
万博までの流れ

事業者
事業者
事業者

府
と
り
ま
と
め

Jクレジット事務局
一括登録
一括申請

主要事業 １（５）

クレジットのイメージ

（参考）クレジットとは…

太陽光発電・省エネ設備の導入などによる

CO2 等排出削減分を定量化し、企業・団体間

で取引できる形にしたものです。

他者から購入した又は寄附されたクレジッ

トを活用することで、事業活動やイベント開

催により排出される CO2 を、オフセット(相

殺)したと見なすことができます。
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令和５年度当初予算  ３４，７７８千円

サプライチェーン全体の CO₂排出量見える化モデル事業（新規）

１ 目的

事業者による脱炭素経営を促進するため、万博会場などで利用が想定される食品やタオル、ユニフォーム

等を取り扱う事業者を対象に、サプライチェーン全体での排出量の見える化や削減のための改善策の提案を

モデル的に実施します。

２ 事業概要

（１）サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量算定支援

万博会場などで利用が想定される品目を扱う業種（食料品製造、繊維製品製造、生活用品製造等に関わ

る業種）等を対象にモデル事業者を選定し、原材料調達から廃棄・リサイクルまでのサプライチェーン全

体の温室効果ガス排出量を算定します。

（２）削減のための改善策及びソリューションの提案

サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量の算定結果を検証し、ライフサイクルの各段階での各活動

単位で排出量削減に向けた改善策及びその実現のための方策や支援メニュー等を提案します。

（１）及び（２）の結果をもとに、業種ごとに汎用的かつ簡便な算定方法や各段階でのCO2排出量削減

対策をとりまとめ、普及します。

脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・

適応策推進グループ

担当者：岩井田、原野

内 線：3885 直 通：06-6210-9553

サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量

主要事業 １（６）
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令和５年度当初予算  ２５，６１１千円

万博を契機とした環境・エネルギー先進技術普及事業（新規）

１ 目的

カーボンニュートラルやプラスチックごみゼロの実現に資する環境・エネルギー先進技術の普及を促進す

るため、大阪・関西万博の開催を契機に先進技術のモデル導入や将来像の発信等を行い、府内での技術実装

のきっかけとします。

２ 事業概要

（１）脱炭素・海洋プラスチック対策先進技術モデル導入補助

万博開催時に最新の実用化可能技術を広く発信し、府内での普及につなげるため、来阪来場者にアピール

しやすい民間施設等に環境・エネルギー先進技術を導入するとともに、CO2削減効果等の発信を行うモデル

事業を募集し、事業費の一部を補助します。

○補助対象者：民間事業者等

○補助対象：脱炭素技術、海洋プラスチック対策技術の

導入と環境改善効果（CO2削減量等）の

発信に要する費用

○補 助 額：補助率1/2

（補助上限額：脱炭素技術1,000万円、

海洋プラスチック対策技術500万円）

○補助件数：各技術１件

（２）万博発信コンテンツ作成

事業者による環境・エネルギー先進技術の研究・開発意欲の促進を目的として、カーボンニュートラル

やプラスチックごみゼロの実現に資する先進技術が普及した未来社会の姿を、万博会場内外で効果的に発

信する動画等のコンテンツを作成します。

主要事業 １（７）

脱炭素・エネルギー政策課 戦略企画グループ

担当者：田中、曽和

内 線：3853 直 通：06-6210-9319

＜対象技術イメージ＞

ペットボトル分解菌を

活用したリサイクル

（吉田昭介・奈良先端大

特任准教授提供）

薄型の次世代太陽電池

（出典：NEDO）
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令和５年度当初予算 １１，３７３千円

大阪産（もん）を活用した脱炭素化推進事業（新規）

１ 目的

地産地消やマイボトル・マイ容器の使用など、府民の行動変容のきっかけとなるイベントを実施

することで、大阪産(もん)の消費拡大を図るとともに、脱炭素社会の実現をめざします。

２ 事業概要

地産地消・脱炭素消費行動・プラスチックごみ削減等を促進する一体的な啓発イベントを集客力

の高い場所で実施します。

場所 グランフロント大阪（５月開催予定） てんしば（11月開催予定）

共通テーマ(仮) E(ええ)やん！大阪産(もん) ～今日から始めるCO２削減Action～

取組みイメージ

● Osaka AGreen Action の普及啓発

• 地産地消の推進（大阪産(もん)の物販・飲食の提供等）
CFP表示商品、大阪エコ農産物等の普及

● イベントにおけるプラスチックごみ削減の実証

• マイボトル・マイ容器・リユース食器・代替素材食器等の導入
• 飲食店・消費者等へのOsaka ほかさんマップの普及啓発

サブテーマ(仮) 環境に配慮したミライの食 大阪の自然・食体験を通じた地産地消

取組みイメージ

● CO２削減につながる商品・サービスの普

及啓発

• 植物由来の代替食品と大阪産(もん)の
コラボメニューの提供

• 規格外品や未利用魚を活用した新商品
の普及

● 生物多様性や生態系理解促進

• 大阪湾や河内材に関するワークショッ
プの開催等

● 家庭での地産地消の実践促進

• 伝統的な大阪産(もん)メニュー等のラ
イブキッチンの開催等

流通対策室 ブランド戦略推進グループ

担当者：永井、山本

内 線：2790  直 通：06-6210-9605

主要事業 １（８）
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令和５年度当初予算  ４０，２４０千円

民間施設における木質空間整備事業（新規）
＜国の森林環境譲与税活用事業＞

１ 目的

不特定多数の人が利用する民間施設における府内産木材を活用した「木質空間の整備」を支援する

ことで、多くの府民が木材を見て触れ、感じる場を創出し、民間施設における木材利用促進と大阪府

内産木材の需要拡大を図ります。

２ 事業概要

多くの府民の目に触れる施設において木質空間を整備する事業者を公募し、府民の利用度や公開

性、府内産木材の使用量等を総合的に勘案して、有識者等の外部委員会により選定し、整備費用の

一部を補助します。

３ 補助内容

（１）補助対象者

交通施設、商業施設、体育施設等の府内民間施設を管理・運営する民間事業者

（２）補助対象

木質空間の整備に要する費用

（３）補助額

・補助率：１/２

（補助上限額：3,000万円 補助下限額：1,000万円）

※2件を想定

みどり推進室森づくり課 森林支援グループ

担当者：柴崎、桃木

内 線：2752 直 通：06-6210-9556

商業施設ホール

空港待合室

主要事業  １（９）

内装木質化の事例（門真運転免許試験場）

対象施設のイメージ
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農業イノベーションによる大阪農業の成長

主な取組み

１ 力強い大阪農業の実現 ～成長し、持続する農業へ～
► 意欲の高い農業者の経営改善支援（経営拡大意向を有する農業者等への集中的な支援）
► 新規就農者・企業の確保育成（新規就農者確保対策や高収益を目指す企業の参入促進及び農業関
連ビジネスのスタートアップ支援）

► マーケットインの発想による重点品目の生産振興（生産技術と生産体制の強化による地域農業の活性化）
► 成長を支える生産基盤の整備（農地の集積集約を進める基盤整備の推進）
► 農地の集積等を促進するための「地域計画」の策定に向けた支援事業・・・・・・＜主要事業２（１）＞
► スマート技術導入の推進（高品質化や省力化による収益性向上・経営
拡大支援）

２ 豊かな食や農に接する機会の充実 ～農を通じた脱炭素社会への貢献～
► 大阪産(もん)購入拠点の充実（都心部での購入機会の拡大や効率的な物流体制の構築）
► 食と農の連携による大阪産(もん)の魅力向上（万博を見据えた食味や機能性を高める技術実証等）
► 農分野での脱炭素社会への貢献（事業者や消費者の行動変革を促す脱炭素活動の推進、

脱炭素型農業推進事業）・・・・・・・・・・・・＜主要事業２（２）＞

３ 農業・農空間を活かした新たな価値創造 ～ポストコロナの新たなライフスタイルを実現～
► 農業・農空間と府民をつなぐ機能の充実
（多様な担い手とのマッチングや府民が農空間づくりに気軽に参加できる機能の充実）

► 農を活かした地域づくりの推進（地域の農空間を活用する将来像の検討と実現、きめ細やかな基盤整備）
► 農を知り、農に参画する機会の拡大
（民間活力による農の体験機会の創出及びハートフルアグリや半農半 X等を通じた農業参画の促進）

主要事業 ２

令和 4年に策定した「おおさか農政アクションプラン」に基づき、農業の持続的成長の実現、環境貢献へ
の社会的要請、新たな価値の創造の視点で、ポストコロナや「2025 大阪・関西万博」を見据えて、下記
のとおり施策を展開し、農業イノベーションに取り組みます。
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令和５年度当初予算 ２０２，３４０千円

（関連予算含む）

農地の集積等を促進するための「地域計画」の

策定に向けた支援事業（一部新規）

１ 目的

農業経営基盤強化促進法の改正により、地域でめざすべき将来の農地利用の姿を明確化するため、市町村、

農業委員会に「地域計画」の策定が義務付けられました。このとりまとめを支援することにより、面的な農地

集約・利用を可能にするとともに、新規就農、企業参入及び収益性の高い農業経営等を促進し、力強い大阪農

業の実現につなげます。

２ 事業概要

農地利用の意向等を把握するためのアンケート調査等の実施や、話し合いや合意形成を進めるためのファシ

リテーターの確保に必要な経費を市町村、農業委員会に補助するとともに、大阪農業の地域事情に詳しい支援

員を農業委員会に派遣するなど、地域計画の円滑かつ迅速な策定を支援します。

農政室推進課 総務・企画グループ

担当者：木内、上田、池田

内 線：2737 直 通：06-6210-9593

農政室整備課 農地調整グループ

農地調整G担当者：西村、倉知

内 線：6739 直 通：06-6210-9597

事業イメージ

①農地利用の

意向把握

・担い手の規模拡大

・新規就農・企業の参入促進

・営農環境の改善

地域計画策定の流れ

②農地一筆ごとの

利用意向を地図化

（現況地図）

④担い手への集約化など

10年後の姿を地図化

（目標地図）

地域計画策定の効果

（左：担い手の規模拡大、中：企業参入、右：営農環境の改善）

③地域での話し

合い・合意形成

地

域

計

画

大
阪
農
業
の
成
長

主要事業 ２（１）
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令和５年度当初予算 １２，２００千円

（関連予算含む）

脱炭素型農業推進事業（新規）

１ 目的

2050年の脱炭素社会の実現に向け、環境負荷低減に効果のある有機農業の栽培体系の確立や新たな担い

手の育成による栽培面積の拡大に加え、有機農産物の付加価値への理解を深めるなど消費者等へ脱炭素化の

取組みをPRすることにより、脱炭素社会の実現を農業分野からも加速させます。

２ 事業概要

（１）脱炭素型農業栽培体系の確立

高品質な作物の安定的な収量を得られる有機農業の実践を促進

するため、栽培品目別の技術体系を確立し、栽培マニュアルの作

成や技術研修会等を実施します。

（２）新たに有機農業に取り組む農業者の育成

府内主力農業者の指導のもとで現地研修を実施する「大阪産(もん)スタートアカデミー」の有機農産物

コースを拡充し、有機農業の新たな担い手を育成します。

（３）Osaka AGreen Actionの取組み推進

農業分野において、生産者・事業者・消費者が一体的に脱炭素に取り組む「Osaka AGreen Action」を

連携事業者であるパートナーズとともに推進します。また、有機栽培農業者と有機農産物を求める販売店・

飲食店とのマッチング商談会を実施するほか、各種イベントにおいて普及啓発を行います。

農政室推進課 地産地消推進グループ

担当者：岡崎、古本

内 線：2738 直 通：06-6210-9590

栽培技術（例）

赤色LEDや天敵を用いた害虫防除

Osaka AGreen Action

ロゴマーク
農業者と販売・飲食店等との

マッチング
イベントでのPR

主要事業 ２（２）
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令和５年度当初予算 ３７，９６１千円

大阪・関西万博に向けた大阪産(もん)の活用拡大支援事業（拡充）

流通対策室 ブランド戦略推進グループ

担当者：永井、元木

内 線：2790  直 通：06-6210-9605

大阪産(もん)の魅力

ストーリー
（歴史）

府内農林水産物がもつ魅力 生産者が作り出す魅力

仕入れに必要な情報

集約・体系

テロワール
販売形態

工 夫

・ 供給可能時期

・ 最小納品ロット数

・ 仕入れ先  等

こだわり

味
サスティナブルな

取組み

特色ある生産品を生み出す農林水産業者等に対して、万博への参画機会を拡大するとともに、万博会場内で

の活用を通じて大阪産(もん)のブランド力を向上させることで、万博のインパクトを最大限に活かした大阪の

成長へ貢献します。

１ 目的

２ 事業概要

（１）大阪産(もん)データベースの拡充

令和４年度に構築するデータベースに、万博調達コードに適合する大阪産(もん)等を追加し、食材がもつ

「ストーリー」や特徴等を掲載します。

成分・栄養価 等

特 徴

※ テロワール：生育地の地理、地勢、気候等による特徴

※

主要事業 ３

（２）万博参加国への働きかけツールの作成

各国代表料理における大阪産(もん) 活用事例集等により、各国領事館等に直接提案します。

大阪産(もん)
［各国料理での活用例］

食材の魅力

・ストーリー

・特徴

・GAP取得 等

△△国 △△料理

万博調達コード適用（GAP [農業生産工程管理] / MEL [マリン・エコラベル] 取得 等）

CFP（カーボンフットプリント）表示食品、掲載データの一部英語化 等

＜データベース掲載項目＞

R5年度 追加

〇〇国 〇〇料理

＜働きかけツールのイメージ＞
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令和５年度当初予算  ８，３４１千円

動物愛護管理事業（新規）

～人と動物が共生できる社会の実現に向けた取組み～

１ 目的

人と動物が共生できる社会を実現し、社会全体で殺処分がゼロとなることをめざすため、動物の引取数

の削減、返還・譲渡率の更なる向上に取り組みます。

２ 事業概要

大阪府動物愛護管理センター（アニマル ハーモニー大阪）の取組みに賛同する方の「参加したい」、

「応援したい」という気持ちを反映し、動物愛護管理基金を活用して、継続事業に加えて以下の事業を

新たに実施します。

（１）多頭飼育対策事業 4,316千円【新規】

多頭飼育により世話ができなくなった動物の健康状態の

悪化、悪臭などによる周辺の生活環境被害の低減などを図る

ため、飼い主の経済的困窮などの状況に応じて、繁殖を制限

する不妊去勢手術を行うことや、飼い主との調整を円滑に進

めるための福祉の専門家を派遣することで、事態の深刻化を

防ぎます。

（２）所有者のいない猫を減らす事業 4,025千円【新規】

自治会やボランティアなどの協力のもと、所有者のいな

い猫に対して、不妊去勢手術により繁殖を制限し、人馴れす

るまで世話を行った上で新しい飼い主へ譲渡する活動を支

援することにより、所有者のいない猫を減らしていきます。

主要事業 ４

動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

担当者：大槻、岡崎

内 線：6174  直 通：06-6210-9614

猫を保護して

不妊去勢手術

自宅等で

人馴れ

新しい

飼い主

へ譲渡

不妊去勢手術による

繁殖制限

（不妊去勢手術を実施していないと）


